
 第３号様式（第６条第１項関係） 
市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成29年5月23日 

会議結果報告書 

１ 日時及び場所 

平成29年5月17日（水）午前10時30分～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 

文化課 山本課長 長濱副主幹  行政経営改革課 岡田課長、元田主査補 

３ 件名 

使用料・手数料の見直し案の公表スケジュールについて 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

 文化会館使用料を受益者負担率100％としない理由、公表スケジュール、公表資料

の3点について審議した。 

 会議資料のうち、付議書以外の資料は、新たな使用料・手数料の案であり、白井市

情報公開条例第９条第１項第６号（意思形成過程情報）に該当するため、広報しろ

いの掲載日である8月15日まで非公開とする。 

 

【主な質疑・意見】 

 今回の使用料・手数料の見直しは、行政経営指針に基づくものか。 

→そうである。 

 文化会館使用料を受益者負担率100％としない理由については、市民にわかりやす

い表現にしたほうが良い。 

 今後の文化会館の在り方については、市民主体の施設として市民がいかに使いやす

いかという観点から、どのような整備が必要かという部分まで踏み込んで検討する

こと。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



平成２９年５月１７日 
 

付議書（行政経営戦略会議） 
 

部課名（総務部行政経営改革課） 

１ 件名 

使用料・手数料の見直し案の公表スケジュールについて 

２ 目的 

使用料・手数料の見直しに当たっては、市民に情報提供を図りながら、平成３０年４月から

見直し後の新たな使用料・手数料とすることを平成２８年１０月政策会議で決定しています。 

使用料・手数料については、長年にわたり据え置かれてきたものも多く、社会状況の変化等

を踏まえ、施設を使用している市民と使用していない市民の負担の公平性を考慮した見直しが

必要です。 

そのためには、市民に対して、使用料・手数料のコストと受益者負担率を明らかにする必要

があるため、以下のスケジュールで進めることとしたいので付議します。 
 

３ 現状と課題 

【見直しの経緯】 

平成２８年６月 政策会議において、「使用料・手数料の考え方」について決定 

１０月 政策会議において、次のとおり決定した。 

・新たな使用料・手数料の額を決定 別添1 

・平成３０年４月の実施と市民に情報提供を図りながら実施することを決定 

    ・見直しした結果、受益者負担率１００％としない文化会館使用料は、 

その理由を定めることを決定。 
 

４ 対応 
 
【公表資料】新たな使用料・手数料の額の案 追加資料 

使用料 料金単価算出資料  別添２（内訳表は公表しない） 

【公表場所】広報しろい、市ホームページ、情報公開コーナー 

【その他】 

 文化会館使用料の受益者負担率を１００％としない理由は、別添３（案）のとおり 
 

５ スケジュール 
 
 平成２９年３月１日号  広報しろいで、使用料・手数料・減免制度の見直しを進めている
             ことを周知 
      ５月３０日  議員全員協議会（公表資料の説明） 中間報告 
      ７月 ５日  戦略会議で減免制度の基本方針を決定 
      ８月１５日  広報しろいで減免制度の基本方針とともに追加資料を公表する。 
             市ホームページ、情報公開コーナーは、別添２も加えて公表。 
      ９月     使用料条例等の改正条例案を議会へ上程 
     １０月     指定管理者と利用料金の変更について協議 
     １１月１５日  広報しろいで、変更後の使用料・手数料の額・減免制度の基本方

針を公表 
 平成３０年４月     新たな使用料・手数料・減免の実施 
 
６ 関連情報 

関係法令等 白井市使用料条例ほか 

関係課 財政課（使用料条例）など 個々の条例による使用料や手数料は各担当課 

予算措置 なし 
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新たな使用料・手数料の額 

 

 

1 使用料の見直しの検討結果 

（1）見直しを行った結果、受益者負担率 100％まで金額を見直す使用料・利用料金 

●自転車等駐車場定期利用 市内居住者（1年間 1 台につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率

自転車 
一般 3,600 円

4,038.3 円

4,000 円 99.1％

高校生以下 1,800 円 2,000 円 49.5％

原動機付自転車
一般 5,400 円 6,000 円 148.6％

高校生以下 2,700 円 3,000 円 74.3％

 

●自転車等駐車場定期利用 市外居住者（1年間 1 台につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率

自転車 
一般 7,200 円

4,038.3 円

8,000 円 198.1％

高校生以下 3,600 円 4,000 円 99.1％

原動機付自転車
一般 10,800 円 12,000 円 297.2％

高校生以下 5,400 円 6,000 円 148.6％

 

●農業センター（1時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

会議室 1 
160 円

324.4 円
（※）240 円

74.0％ 

会議室 2 320.7 円 74.8％ 

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
 

●西白井公民館（1時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時

工芸室（A） 230 円 340 円 591.4 円（※）340 円 57.5％

調理実習室（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

研修室（C） 230 円 340 円 714.6 円（※）340 円 47.6％

作法室（D） 230 円 340 円 705.6 円（※）340 円 48.2％

視聴覚室（E） 640 円 750 円 767.1 円 760 円 99.1％

レクリエーションホール（F） 640 円 750 円 1694.0 円（※）960 円 56.7％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
 

 

  

平成 2 9 年 5 月 1 7 日
行政経営戦略会議追加資料
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●白井駅前公民館（1 時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時

研修室Ⅰ（G） 
160 円 270 円 649.1 円 （※）240 円 37.0％

研修室Ⅱ（G） 

作法室（D） 230 円 340 円 705.6 円 （※）340 円 48.2％

調理実習室（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

視聴覚室（E） 640 円 750 円 767.1 円 760 円 99.1％

レクリエーションホール（F） 640 円 750 円 1694.0 円 （※）960 円 56.7％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
 
 

●桜台公民館（1 時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時 

研修室（C） 230 円 340 円 714.6 円 （※）340 円 47.6％

作法室（D） 230 円 340 円 705.6 円 （※）340 円 48.2％

調理実習室（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

視聴覚室（E） 640 円 750 円 767.1 円 760 円 99.1％

レクリエーションホール（F） 640 円 750 円 1694.0 円 （※）960 円 56.7％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
 
 

●白井コミュニティセンター（1 時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時

会議室 1（C） 
230 円 340 円 714.6 円 （※）340 円 47.6％

会議室 2（C） 

和室 1（H） 
160 円 250 円 599.8 円 （※）240 円 40.0％

和室 2（H） 

工芸室（A） 230 円 340 円 591.4 円 （※）340 円 57.5％

調理室（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

多目的ホール（F） 640 円 750 円 1694.0 円 （※）960 円 56.7％

陶芸窯(1回につき） 2,580 円 3733.9 円 3,730 円 99.9％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
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●公民センター（1時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時

会議室（C） 230 円 340 円 714.6 円 （※）340 円 47.6％

相談室（G） 160 円 250 円 649.1 円 （※）240 円 37.0％

作法室（H） 160 円 250 円 599.8 円 （※）240 円 40.0％

集会室（C） 230 円 340 円 714.6 円 （※）340 円 47.6％

視聴覚室（E） 640 円 750 円 767.1 円 760 円 99.1％

調理実習室（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

レクリエーションホール（F） 640 円 750 円 1694.0 円 （※）960 円 56.7％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
 

●青少年女性センター（1 時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時 

研修室（G） 
160 円 270 円 649.1 円 （※）240 円 37.0％

会議室（G） 

調理室（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

レクリエーションホール（F） 640 円 750 円 1694.0 円 （※）960 円 56.7％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
 

●学習等供用施設（1 時間につき） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 

9～21 時 
受益者負担率

 9～17 時 17～21 時

集会室（C） 230 円 340 円 714.6 円 （※）340 円 47.6％

休養室Ⅱ（D） 230 円 340 円 705.6 円 （※）340 円 48.2％

学習室（調理室）（B） 480 円 590 円 713.8 円 710 円 99.5％

学習室（視聴覚室）（E） 640 円 750 円 767.1 円 760 円 99.1％

大集会室（F） 640 円 750 円 1694.0 円 （※）960 円 56.7％

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
■公民館・コミュニティセンターの同種の施設（A～H で分類）は、それぞれの施設のコストの平均
をコストとしています。 

■9～17 時までと、17～21 時までの金額は、コストが同じため金額を統一しています。 
 

●老人福祉センター（1日 1人につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

市内居住者 無料
943.8 円 

無料 0％ 

市外居住者 510 円 （※）760 円 80.5％ 

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 
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●プラネタリウム個人（1 回 1 人につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

市内居住者（大人） 210 円

286.6 円

280 円 97.7％ 

市内居住者（子供） 100 円 100 円 34.9％ 

市外居住者（大人） 320 円 340 円 118.6％ 

市外居住者（子供） 160 円 160 円 55.8％ 

 

●プラネタリウム団体（1 回 1 人につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

市内居住者（大人） 170 円

286.6 円

220 円 76.8％ 

市内居住者（子供） 80 円 80 円 27.9％ 

市外居住者（大人） 250 円 270 円 94.2％ 

市外居住者（子供） 120 円 120 円 41.9％ 

 

●都市公園 競技広場（2 時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 1,620 円

1,031.6 円 

1,030 円 99.8％ 

高校・大学生 810 円 510 円 49.4％ 

小中学生 390 円 250 円 24.2％ 

■都市公園競技広場と白井運動公園競技広場は、同種の施設のため、それぞれの施設のコストの平
均をコストとしています。 

 

●都市公園 庭球場（白井運動公園を除く）（2時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 570 円

623.8 円

620 円 99.4％ 

高校・大学生 280 円 310 円 49.7％ 

小中学生 140 円 150 円 24.0％ 

■都市公園庭球場と白井運動公園庭球場は、同種の施設のため、それぞれの施設のコストの平均を
コストとしています。 

 

●都市公園 照明灯（1時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

中木戸公園競技広場 5,900 円
2,383.2 円 2,380 円 99.9％ 

南山公園競技広場 5,900 円

 

●白井運動公園 競技広場（2時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 1,620 円

1,031.6 円 

1,030 円 99.8％ 

高校・大学生 810 円 510 円 49.4％ 

小中学生 390 円 250 円 24.2％ 

■都市公園競技広場と白井運動公園競技広場は、同種の施設のため、それぞれの施設のコストの平
均をコストとしています。 
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●白井運動公園 庭球場（2 時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 640 円

623.8 円

620 円 99.4％ 

高校・大学生 320 円 310 円 49.7％ 

小・中学生 160 円 150 円 24.0％ 

■都市公園庭球場と白井運動公園庭球場は、同種の施設のため、それぞれの施設のコストの平均を
コストとしています。 

 

●白井運動公園 陸上競技場（入場料等を徴収せず、専用使用する場合 4 時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 9,720 円

36,637.2 円 

（※）14,580 円 39.8％ 

高校・大学生 4,860 円  5,830 円 15.9％ 

小・中学生 2,430 円  2,430 円 6.6％ 

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 

 

●白井運動公園 陸上競技場（入場料等を徴収して、専用使用する場合 4 時間につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 32,400 円 56,737.2 円 （※）48,600 円 85.7％ 

（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 

 

●白井運動公園 陸上競技場（個人が使用する場合 1回 1 人につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

一般 220 円
308.0 円

300 円 97.4％ 

小・中・高・大学生 110 円 150 円 48.7％ 

 

●白井運動公園 陸上競技場附属設備 （1回につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

放送設備 1,620 円 6,324.8 円 （※）2,430 円 38.4％ 

写真判定設備 5,430 円 6,135.0 円 6,130 円 99.9％ 

■（※）の額は、見直し上限額である現行金額の 1.5 倍の金額です。 

 

 

（2）見直しを行った結果、受益者負担率 100％のため金額の変更を行わない使用料・利用料金 

●自転車等駐車場一時利用（1日 1 台につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

自転車 100 円 11.0 円 100 円 909.1％ 

原動機付自転車 200 円 16.5 円 200 円 1,212.1％ 

 

●病害虫防除機（1台 1日につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

動力噴霧機 810 円 775.6 円 810 円 104.4％ 

自走式動力草刈機 3,240 円 3,002.5 円 3,240 円 107.9％ 
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●健康増進ルーム（1 回 1 人につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 310 円 307.0 円 310 円 101.0％ 

 

●市民プール（1 回 1人につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

市内居住者（一般） 480 円

264.5 円

480 円 181.5％ 

市内居住者（小・中学生） 160 円 160 円 60.5％ 

市内居住者（幼児） 110 円 110 円 41.6％ 

市外居住者（一般） 780 円 780 円 294.9％ 

市外居住者（小・中学生） 320 円 320 円 121.0％ 

市外居住者（幼児） 190 円 190 円 71.8％ 

 

（3）見直しを行った結果、受益者負担率 100％としない使用料・利用料金 

●文化会館（大ホール） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 受益者負担率 

平日 土日祝日 平日 土日祝日 平日 土日祝日

 9～12 時 24,300 円 29,160 円 142,401.0 円 24,300 円 29,160 円 17.1％ 20.5％

13～17 時 34,020 円 40,820 円 189,868.0 円 34,020 円 40,820 円 17.9％ 21.5％

18～21 時 30 分 34,020 円 40,820 円 166,134.5 円 34,020 円 40,820 円 20.5％ 24.6％

 9～21 時 30 分 83,100 円 99,630 円 593,337.5 円 83,100 円 99,630 円 14.0％ 16.8％

 

●文化会館（中ホール） 

区 分 
現行金額 

コスト 
提案額 受益者負担率 

平日 土日祝日 平日 土日祝日 平日 土日祝日

 9～12 時 5,670 円 6,800 円 40,118.1 円 5,670 円 6,800 円 14.1％ 16.9％

13～17 時 7,930 円 9,390 円 53,490.8 円 7,930 円 9,390 円 14.8％ 17.6％

18～21 時 30 分 7,930 円 9,390 円 46,804.4 円 7,930 円 9,390 円 16.9％ 20.1％

 9～21 時 30 分 19,270 円 23,160 円 167,158.7 円 19,270 円 23,160 円 11.5％ 13.9％

 

●文化会館（楽屋 1） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 810 円 1,977.0 円 810 円 41.0％ 

13～17 時 1,130 円 2,636.0 円 1,130 円 42.9％ 

18～21 時 30 分 1,130 円 2,306.5 円 1,130 円 49.0％ 

 9～21 時 30 分 2,750 円 8,237.5 円 2,750 円 33.4％ 
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●文化会館（楽屋 2） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 810 円 1,976.1 円 810 円 41.0％ 

13～17 時 1,130 円 2,634.8 円 1,130 円 42.9％ 

18～21 時 30 分 1,130 円 2,305.4 円 1,130 円 49.0％ 

 9～21 時 30 分 2,750 円 8,233.7 円 2,750 円 33.4％ 

 

●文化会館（楽屋 3） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 970 円 2,148.0 円 970 円 45.2％ 

13～17 時 1,290 円 2,864.0 円 1,290 円 45.0％ 

18～21 時 30 分 1,290 円 2,506.0 円 1,290 円 51.5％ 

 9～21 時 30 分 3,240 円 8,950.0 円 3,240 円 36.2％ 

 

●文化会館（楽屋 4） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 970 円 2,064.6 円 970 円 47.0％ 

13～17 時 1,290 円 2,752.8 円 1,290 円 46.9％ 

18～21 時 30 分 1,290 円 2,408.7 円 1,290 円 53.6％ 

 9～21 時 30 分 3,240 円 8,602.5 円 3,240 円 37.7％ 

 

●文化会館（楽屋 5） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 970 円 2,373.9 円 970 円 40.9％ 

13～17 時 1,290 円 3,165.2 円 1,290 円 40.8％ 

18～21 時 30 分 1,290 円 2,769.5 円 1,290 円 46.6％ 

 9～21 時 30 分 3,240 円 9,891.2 円 3,240 円 32.8％ 

 

●文化会館（第 1 練習室） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 1,620 円 3,762.6 円 1,620 円 43.1％ 

13～17 時 2,260 円 5,016.8 円 2,260 円 45.0％ 

18～21 時 30 分 2,260 円 4,389.7 円 2,260 円 51.5％ 

 9～21 時 30 分 5,500 円 15,677.5 円 5,500 円 35.1％ 
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●文化会館（第 2 練習室） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

 9～12 時 1,450 円 3,753.0 円 1,450 円 38.6％ 

13～17 時 1,940 円 5,004.0 円 1,940 円 38.8％ 

18～21 時 30 分 1,940 円 4,378.5 円 1,940 円 44.3％ 

 9～21 時 30 分 4,860 円 15,637.5 円 4,860 円 31.1％ 

 

（4）見直しを行った結果、原則どおりの見直しはできないが、見直しにより近隣市町等との均衡

を図る使用料 

●都市公園使用料  

区 分 単位 現行金額 
近隣市の

平均額 
提案額 

行商、募金その他これらに類す

る行為をすること 

1 人当たり 1 日 150 円 155 円 150 円

1 ㎡当たり 1 日 45 円 83 円 60 円

業として行う写真の撮影 常時 写真機 1 台につき 1月 1,500 円 2,862 円 2,250 円

業として行う写真の撮影 臨時 写真機 1 台につき 1月 300 円 302 円 300 円

業として行う映画の撮影 1 回 2時間以内 3,000 円 3,841 円 3,840 円

興行 1 ㎡当たり 1 日 15 円 30 円 20 円

競技会、展示会、博覧会等 1 ㎡当たり 1 日 3 円 4 円 4 円

公園施設を設置する場合 1 ㎡当たり 1 月 市長が定める額 - 市長が定める額

公園施設を管理する場合 1 ㎡当たり 1 月 市長が定める額 - 市長が定める額

 

2 手数料の見直しの検討結果 

（1）見直しを行った結果、受益者負担率 100％まで金額を見直す手数料 

●放置自転車移送保管（1 台につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

自転車 2,000 円
4,144.5 円

3,000 円 72.4％ 

原動機付自転車 3,000 円 4,500 円 108.6％ 

 

（2）見直しを行った結果、受益者負担率 100％のため、金額の変更を行わない手数料 

●標準的な証明・交付・閲覧の基準（1通につき） 

区 分 現行金額 コスト 提案額 受益者負担率 

証明・交付・閲覧 300 円 328.4 円 300 円 91.4％ 

 

























      

 

 
           

       

         

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   
  

  
   

 
 

  

 
 

 
    

  

  

     

  

  



      

 

 
  

 

 
 

 

   

            

 

    

                    

  
  

 
  

  
 

  
  
  

 

  

    
   

 
 

 
 

 
 

  



      

 

  

 

   

                   

   

  

   

    

    

  
 

  

 

 

   
  

  
   

 
 

  

 

 

 
 

    
 

 
  



      

 

  

     
    
 

    

 

    

                   

  
 

  
  

 

  

    
 

  

 
 

   

   
 

   

 
 

  



      

 

 
 

                                 
            

    
                      

             

  
 

            
 

        
           

  
          
          

        
            

        
    

                
                 
                 

                  
                

               
              
             

 
 

    
                     
   
                     
   
                     
   
                     
   
                     

         
             

 
         

 

 
    

     
                      

            

 

                

 



      

 

 
 

                                

           
    

                  

  
 

            
 

        
           

  
          
          

        
            

        

    
                 

                  
                  

                        
                        

               
                

 
 

    
                      
   
                      
   
                      
   
                      
   
                      

          
                

 
  

 
 

 
    

     
                     

            

  

                

 

 



 

白井市文化会館の使用料の見直しを行った結果、 

受益者負担率を 100％としない理由について 

 

 

市では、文化芸術を振興するための拠点として、平成６年度に文化会館を建設し、

さまざまな文化事業が展開されているが、文化芸術の更なる振興及び文化芸術団体を

育成するため、使用料は、受益者負担率を１００％とせず、現在の額とする。 

なお、平成２９年度に今後の文化会館のあり方を検討し、その上で、使用料を検討

することとする。 

別添 3


